
企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
交通政策
課

令和６年度沖
縄離島住民等
交通コスト負担
軽減事業によ
る経済波及効
果等調査業務
委託

令和6年
11月20日

19,972,480

令和６年年度沖縄離島住
民等交通コスト負担軽減
事業による経済波及効果
等調査業務委託共同企
業体
①株式会社サーベイリ
サーチセンター沖縄事務
所
②アビームコンサルティ
ング株式会社

①沖縄県那覇市久茂地
3-21-1國場ビルディング
9階
②東京都中央区八重洲
二丁目２番１号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ１社から応募があった。企画提案内容等を
選定委員会において審査したところ、基準点に
達していたことから、契約の相手方として選定
した。

2
情報基盤
整備課

祖納テレビ中
継局発電機及
び電源設備等
更新工事

令和6年
10月7日

83,160,000
電気興業株式会社沖縄
営業所

沖縄県浦添市前田二丁
目1番11号

第167条の２
第１項第８号

　一般競争入札に付し、２回再入札を行った
が、予定価格超過で不落となったため、地方自
治法施行令第167条の２第１項第８号の規定に
基づき随意契約を行った。

3
情報基盤
整備課

県庁統制局ＵＰ
Ｓ復旧業務

令和6年
10月23日

4,604,600
沖縄ユアサ電池販売株
式会社

沖縄県浦添市港川２丁目
23番６号

第167条の２
第１項第２号

　GSユアサ製の無停電電源装置が故障し、そ
の復旧にあたっては、専門の知識を有する者
以外では対応できないことから、地方自治法第
167条の２第１項第２号の規定に基づき随意契
約を行った。

特命随意
契約

4
情報基盤
整備課

南部東道路情
報通信管路詳
細設計業務委
託

令和6年
11月28日

1,320,000 株式会社沖縄エネテック
沖縄県浦添市牧港五丁
目２番１号

第167条の２
第１項第６号

　当該設計区間において、同区間で支障移転
を行う別団体が先行して設計を行っており、そ
の設計請負者と契約することで、業務が一部
省略でき、支出が削減できることから、地方自
治法第167条の２第１項第６号の規定に基づき
随意契約を行った。

特命随意
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和６年度３／四半期分）
単位：円
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5 市町村課

沖縄県住民基
本台帳ネット
ワークシステム
代表端末等機
器の賃貸借契
約

令和6年
11月6日

1,394,844
NECキャピタルソリュー
ション株式会社　九州支
店

福岡県福岡市中央区天
神一丁目10番20号

第167条の２
第１項第２号

　契約対象となる機器（代表端末）は、令和６年
11月に５年間のリース期間が終了したが、来
年度の代表端末の標準更改期間までの間、現
在使用している機器の再リースを行うこととし
たため。

特命随意
契約
長期継続
契約

6
選挙管理
委員会

選挙公報（小選
挙区）の印刷

令和6年
10月1日

4,504,054 株式会社　近代美術 南風原町字兼城２０６
第167条の２
第１項第５号

　解散による選挙であり、入札で選定するには
時間的余裕がなかったため、過去の発注や入
札参加の実績のある業者から見積を徴取し、
見積もり価格を比較の上、選定した。

7
選挙管理
委員会

選挙公報（比例
代表）

令和6年
10月1日

10,428,000 株式会社　池宮商会
那覇市久茂地２丁目４－
２３

第167条の２
第１項第５号

　解散による選挙であり、入札で選定するには
時間的余裕がなかったため、過去の発注や入
札参加の実績のある業者から見積を徴取し、
見積もり価格を比較の上、選定した。

8
選挙管理
委員会

審査公報（国民
審査）

令和6年
10月1日

4,346,017 有限会社　サン印刷 南風原町字兼城５７７
第167条の２
第１項第５号

　解散による選挙であり、入札で選定するには
時間的余裕がなかったため、過去の発注や入
札参加の実績のある業者から見積を徴取し、
見積もり価格を比較の上、選定した。

9
選挙管理
委員会

第50回衆議院
議員総選挙啓
発事業業務委
託

令和6年
10月7日

9,779,000 沖縄広告株式会社
那覇市天久２丁目７番７
号

第167条の２
第１項第２号

  解散による選挙であり、公募する時間的余裕
がなかったため、過去の選挙において実績の
ある３社による指名及び企画提案とした。それ
ぞれの企画提案内容等を選定委員会において
審査したところ、左の社の提案は総合得点が
最も高得点であったため、契約の相手方として
選定した。

10
選挙管理
委員会

点字毎日号
外、愛盲時報
号外（比例代
表・国民審査）

令和6年
10月18日

4,344,200
社会福祉法人　日本盲人
福祉委員会

東京都新宿区西早稲田２
－１８－２

第167条の２
第１項第２号

　契約の目的物である「点字毎日号外 衆議院
比例代表選出議員選挙のお知らせ」(点字版)
、「愛盲時報号外　衆議院比例代表選出議員
選挙のお知らせ」（音声版）等は、(社)日本盲人
福祉委員会のみが取り扱っているため、当該
法人を選定した。

特命随意
契約


